
一
日
年
金
相
談
所
の
開
催　

敬
老
訪
問
に
伺
い
ま
す

　

年
金
事
務
所
で
は
、
次
の
日
程
で
一
日
年
金
相
談

所(

予
約
制)

を
開
催
し
ま
す
。

【
と
　
き
】
９
月
15
日
（
木
）
10
時
〜
16
時
ま
で

【
と
こ
ろ
】
市
役
所
本
庁
舎
西
館
５
階　

５―

Ｄ
会
議
室

【
申
込
み
】
平
日
の
８
時
30
分
か
ら
17
時
15
分
ま
で
に
、

　
　
　
　
　

左
記
の
予
約
専
用
電
話
で
希
望
日
の
１
週

　
　
　
　
　

間
前
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
予
約
専
用
電
話
】
彦
根
年
金
事
務
所

　
　
　
　
　
　

  

（
☎
０
７
４
９―

２
３―

５
４
８
９
）

※

こ
の
電
話
で
は
予
約
以
外
の
ご
用
件
は
お
受
け
で　

き
ま
せ
ん
。

　

多
年
に
わ
た
り
社
会
に
貢
献
さ
れ
て
き
た
高
齢
者

を
敬
い
、
そ
の
長
寿
を
お
祝
い
す
る
た
め
、
市
民
を

代
表
し
、
民
生
委
員
・
市
関
係
者
が
訪
問
し
ま
す
。

【
対
　
　
象
】
満
88
歳
・
90
歳
・
99
歳
の
人
お
よ
び

　
　
　
　
　
　

 

１
０
０
歳
以
上
の
人
（
９
月
15
日
時
点
）

【
訪
問
時
期
】
９
月
１
日
（
木
）
〜
19
日
（
月
・
祝
）

「長浜市下水道事業地方公営企業法適用基本計画」を
策定しました　　 問 上下水道課（☎６５ー１６００）

　下水道配管等の老朽化にともない、施設の更新費用

の増大が懸念される中、人口減少と連動して料金収入

の減収が見込まれるなど、公営企業を取り巻く環境は

厳しくなっています。公共インフラを将来にわたり安

定的に提供していくためには、中長期的な経営基盤の

強化が必要となります。

　これらの問題に対し、下水道事業の持続可能な経営

を目指した企業会計制度を導入するため、「長浜市下

水道事業地方公営企業法適用基本計画」を策定しまし

たのでお知らせします。

【適用時期】平成30年4月～
【対象事業】公共下水道事業
【適用範囲】地方公営企業法の財務規定のみの一部適用
※詳しくは市のホームページをご覧ください。

地域密着型サービス施設整備運営事業者を
募集します　 問 高齢福祉介護課（☎６５ー７７８９）

　長浜市では、介護が必要になっても住み慣れた地域での暮らしが続けられるよう、地域密着型サービス事業所の

整備を進めています。

　第６期介護保険事業計画(平成27年度～平成29年度)に基づく、整備を行う事業者を募集します。

【募集期間】８月17日(水)～９月30日(金)　９時～16時30分　　※平日のみ
【応募方法】電話予約のうえ、直接高齢福祉介護課〈東館１階〉まで。

   募集事業（サービス）

（介護予防）
認知症対応型通所介護

定期巡回・随時対応型訪問介護
看護

（介護予防）
小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

募集数

１

１

２

１

定　員

12人以下

29人以下

29人以下

整備年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

平成29年度

　　 圏  域  設  定  等

神照郷里※、びわ、虎姫、
木之本のいずれかの圏域

長浜市全域

神照郷里※、浅井、びわ、高月、
余呉のいずれかの圏域

長浜市全域

※神照郷里圏域…南郷里・北郷里・神照地区
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問

彦
根
年
金
事
務
所　
お
客
様
相
談
室

（
☎
０
７
４
９
ー
２
３
ー
１
１
１
６
）

問

高
齢
福
祉
介
護
課

　
　
　
　
　

（
☎
６
５
ー
７
７
８
９
）

衛
生
材
料
支
給
券
を
交
付
し
ま
す

問

し
ょ
う
が
い
福
祉
課
（
☎
６
５
ー
６
５
１
８
）

問

高
齢
福
祉
介
護
課
（
☎
６
５
ー
７
７
８
９
）

広報ながはま　2016年8月15日

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

問

し
ょ
う
が
い
福
祉
課
（
☎
６
５
ー
６
５
１
８
）

問

高
齢
福
祉
介
護
課
（
☎
６
５
ー
７
７
８
９
）

5

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
寝
た
き
り
の
高
齢
者
や
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
な
ど
に
、
衛

生
的
に
す
ご
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
紙
お
む
つ
等
支
給
券
を
交
付
し
ま
す
。

【
支
給
内
容
】

　

２
万
７
千
円
分
の
支
給
券
（
平
成
29
年
３
月
20
日
ま
で
利
用
可
）

【
集
中
受
付
期
間
】

　

９
月
１
日
（
木
）
〜
15
日
（
木
）

【
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
人
】

（
注
）
施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
や
入
院
中
の
人
、
日
常
生
活
用

具
給
付
事
業
で
紙
お
む
つ
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
な
ど
は
除
く
。

　

申
請
時
に
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

○
次
の
ア
〜
ウ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

　

ア
要
介
護
３
、
４
、
５
の
認
定
を
受
け
て
い
る

　

イ
身
体
障
害
者
手
帳
（
肢
体
不
自
由
）
１
級
、
２
級
の
交
付
を
受
け
て
い
る
（
３
歳
以
上
）

　

ウ
療
育
手
帳
Ａ
１
、
Ａ
２
の
交
付
を
受
け
て
い
る
（
３
歳
以
上
）

○
申
請
日
前
６
か
月
の
う
ち
３
か
月
以
上
在
宅
生
活
を
し
て
い
た

○
常
時
お
む
つ
が
必
要
で
、
現
在
も
使
用
し
て
い
る

○
世
帯
の
平
成
27
年
分
の
所
得
税
が
非
課
税

○
市
税
、介
護
保
険
料
、国
民
健
康
保
険
料
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る
人

【
持
ち
物
】

　

し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
は
お
持
ち
の
手
帳

※

申
請
書
は
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

※

今
後
、
新
た
に
対
象
と
な
っ
た
場
合
は
随
時
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

申
請
先

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人…

高
齢
福
祉
介
護
課
〈
東
館
１
階
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

　

し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人…

…
…
…

し
ょ
う
が
い
福
祉
課
〈
西
館
１
階
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

　

在
宅
で
生
活
を
し
て
い
る
寝
た
き
り
の
高
齢
者
や
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
に
自
宅
訪
問
に

よ
る
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
券
を
10
月
中
旬
に
交
付
し
ま
す
。

【
支
給
内
容
】

　

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
利
用
券
（
散
髪
の
み
）
１
枚
（
平
成
29
年
３
月
20
日
ま
で
利
用

可
）。
申
請
時
に
、
利
用
す
る
理
美
容
店
を
選
択
し
ま
す
。

【
自
己
負
担
額
】

　

原
則
利
用
料
の
１
割
（
４
５
０
円
）

【
受
付
期
間
】

　

９
月
１
日
（
木
）
〜
15
日
（
木
）

【
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
人
】

（
注
）
施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
、
病
院
に
入
院
し
て
い
る
人
な
ど
は
除
く
。

《
共
通
要
件
》
９
月
１
日
現
在
で
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

○
平
成
28
年
３
月
〜
８
月
の
間
で
３
か
月
以
上
在
宅
で
生
活
し
て
い
る

○
世
帯
の
平
成
27
年
分
の
所
得
税
が
非
課
税

○
市
税
、介
護
保
険
料
、国
民
健
康
保
険
料
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る
人

《
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
の
要
件
》

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

●
65
歳
以
上
で
要
介
護
４
・
５
の
認
定
を

　

受
け
て
い
る

●
65
歳
未
満
で
要
介
護
４
・
５
の
認
定
を

　

受
け
て
お
り
、同
居
人
の
す
べ
て
が
65
歳

　

以
上
ま
た
は
下
記
①
〜
③
の
い
ず
れ
か

　

の
手
帳
を
持
っ
て
い
る

※

申
請
書
は
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

申
請
先

　

高
齢
福
祉
介
護
課
〈
東
館
１
階
〉

　

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

《
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
の
要
件
》

　

次
の
両
方
に
該
当
す
る
人

○
次
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
を
持
っ
て
い
る

①
身
体
障
害
者
手
帳
（
肢
体
不
自
由
・
視

　

覚
・
内
部
）
１
、
２
級

②
療
育
手
帳
Ａ
１
、
Ａ
２

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
、
２
級

○
同
居
人
の
す
べ
て
が
65
歳
以
上
ま
た
は

　

前
記
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
を
持
っ

　

て
い
る
場
合

【
持
ち
物
】

　

お
持
ち
の
手
帳

※

申
請
書
は
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

申
請
先

　

し
ょ
う
が
い
福
祉
課
〈
西
館
１
階
〉

　

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所


